
「
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
」

の
廃
止
を
求
め
る
決
議
（
案
）

我
が
国
で
は
、
消
費
税
創
設
（
平
成
元
年
）
の
際
、
パ
チ
ン
コ
場
や
ボ
ウ
リ
ン
グ
場
等
の
娯
楽

施
設
利
用
税
が
廃
止
さ
れ
た
が
、
ゴ
ル
フ
に
つ
い
て
は
、
担
税
カ
の
あ
る
裕
福
な
者
が
行
う
ス

ポ
ー
ツ
で
あ
る
と
し
て
「
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
」
が
新
設
さ
れ
、
平
成
十
五
年
度
に
一
部
非
課
税
措

置
が
導
入
さ
れ
た
も
の
の
、
未
だ
に
存
続
し
て
い
る
。

ゴ
ル
フ
は
、
既
に
国
民
体
育
大
会
の
正
式
種
目
に
採
用
さ
れ
、
ニ

O
一
六
年
の
リ
オ
デ
ジ
ャ

ネ
イ
ロ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
か
ら
正
式
競
技
に
復
帰
し
、
国
際
的
に
も
競
技
ス
ポ
ー
ツ
と

し
て
確
固
た
る
地
位
が
認
め
ら
れ
た
人
気
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ゴ
ル
フ
は
、
子
供
か
ら
高
齢
者
、
障
害
者
ま
で
親
し
む
国
民
的
ス
ポ
ー
ツ
と
な
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
ゴ
ル
フ
プ
レ

l
料
金
の
低
廉
化
が
進
み
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
者
の
半
数
以
上
が
年

収
五
百
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
今
や
、
ゴ
ル
フ
ァ
ー
に
特
段
の
担
税
カ
が
あ
る
わ
け
で

は
な
く
、
ゴ
ル
フ
は
、
大
衆
ス
ポ
ー
ツ
と
な
っ
て
い
る
。

現
在
の
ゴ
ル
フ
場
を
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
く
、
ゴ
ル
フ
場
の
数
は
こ
こ
十
年
で
百
八
十
三

か
所
が
減
少
し
て
お
り
、
「
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
」
の
収
入
額
は
ピ

l
ク
時
の
平
成
四
年
度
の
約

一，

O
三
四
億
円
か
ら
平
成
ニ
十
九
年
度
の
四
四
七
億
円
と
半
分
以
下
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
ゴ
ル
フ
場
に
頼
る
市
町
村
に
お
い
て
は
、
今
後
、
益
々
厳
し
い
状
況
と
な
っ
て
い
く
。

こ
う
し
た
中
、
ゴ
ル
フ
場
の
利
用
に
の
み
単
体
で
課
税
さ
れ
る
こ
と
は
税
の
公
平
性
の
観
点

か
ら
も
極
め
て
不
当
な
も
の
で
あ
る
。

平
成
三
十
一
年
十
月
に
消
費
税
増
税
が
な
さ
れ
れ
ば
、
消
費
税
と
の
こ
重
の
課
税
に
よ
る
国

民
の
負
担
感
が
よ
り
増
大
す
る
。
ま
た
、
『
ニ

O
ニ
O
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
競
技
大
会
』
の
開
催
が
目
前
に
迫
っ
て
い
る
。

つ
い
て
は
、
税
制
改
正
に
お
い
て
、
「
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
」
の
廃
止
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
交
付
金
は
ゴ
ル
フ
場
所
在
地
方
公
共
団
体
の
貴
重
な
財
源
と
言
わ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
代
替
的
な
財
源
を
確
保
す
べ
く
、
関
係
者
を
入
れ
て
、
検
討
を
進
め
る
。

右
、
決
議
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
九
日

超
党
派
ゴ
ル
フ
議
員
連
盟
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